
山
梨
県
公
報
　
　
第
九
十
八
号
　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
五
五

山
梨
県
公
報

第
九
十
八
号

令
和
二
年

五
月
二
十
一
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更	

二
五
五

○
道
路
の
供
用
開
始	

二
五
五

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定	

二
五
五

公

告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

二
五
六

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
五
八

○
令
和
三
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ
い
て	

二
五
八

○
令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
創
造
工
学
科
入
学
者
選
抜
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

二
六
一

　

事
項
に
つ
い
て

○
令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
建
築
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

二
六
三

　

に
つ
い
て人

事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

二
六
三

　

則
○
令
和
二
年
度
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
（
春
季
試
験
）
の
第
一
次
試
験
試
験
会
場
の
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
二
六
四

　

定
に
つ
い
て告　

　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

韮
崎
昇
仙
峡
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
字
三
百
水
七
八
三
番
八
三

地
先
か
ら

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
字
女
夫
石
五
一
〇
三
番
一

地
先
ま
で

旧

七
・
九
～

　
　
　
　

八
・
七
　

三
八
九
・
一

新

八
・
一
～

　
　
　

六
三
・
二
　

三
八
八
・
九

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
六
月
十
一
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

一
般
国

道

百
三
十
九
号

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
上
和
田
二
一

〇
九
番
一
地
先
か
ら

大
月
市
七
保
町
瀬
戸
字
大
沢
二
二
三

五
番
五
地
先
ま
で

　
　

六
一
・
三

令
和
二
年
五

月
二
十
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
七
十
二
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
九
十
八
号
　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

二
五
六

役
職
名

氏　
　
　

名

住

所

退

任

年

月

日

理
事
長

小
林
正
幸

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
百
六
十
四

番
地
八

令
和
二
年
四
月
三
十
日

副
理
事
長

中
村
忠
明

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

一
番
地

同

同

小
林
正
章

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
二
十

五
番
地

同

理
事

天
野
由
郎

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
百
二
十

番
地

同

同

杉
本
章
二

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
千
百
四

十
三
番
地

同

同

山
中
孝
司

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
九
十

四
番
地

同

同

藤
本
寿
之

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
九
十

一
番
地

同

同

小
林
富
士
夫

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
千
六
十

五
番
地

同

同

小
林
忠
人

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
八
百
五

十
九
番
地

同

同

柴
田
栄
治

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
百
六
十

番
地
二

同

同

小
林
由
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
五
百
三
番

地
一

同

同

渡
辺
隆
久

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
三
百
七
十

二
番
地
一

同

同

小
林
久
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
四
百
八
十

四
番
地

同

同

小
林
孝
彦

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
八
十

番
地

同

同

小
林
高
志

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
七
百
三
十

三
番
地

同

同

杉
本
和
則

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
七
十

四
番
地

同

同

小
林
一
康

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
八

番
地

同

同

小
林
一
敏

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
六

番
地

同

同

中
村
正
明

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
百
八

番
地

同

同

小
林
春
樹

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

番
地

同

監
事

岡
田
光
市

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
五
百
十
番

地
三

同

同

赤
松
英
一
郎

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
八
百
六

十
四
番
地

同

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

一
般
国

道

百
四
十
一
号

韮
崎
市
藤
井
町
南
下
條
字
山
影
六
五
〇
番
六
地
先
か
ら

韮
崎
市
藤
井
町
南
下
條
字
水
無
四
七
九
番
五
地
先
ま
で

公　
　
　

告

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
初
狩

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

退
任

役
職
名

氏　
　
　

名

住

所

退

任

年

月

日

理
事
長

小
林
正
幸

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
百
六
十
四

番
地
八

令
和
二
年
四
月
三
十
日

副
理
事
長

中
村
忠
明

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

一
番
地

同

同

小
林
正
章

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
二
十

五
番
地

同

理
事

天
野
由
郎

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
百
二
十

番
地

同

同

杉
本
章
二

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
千
百
四

十
三
番
地

同

同

山
中
孝
司

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
九
十

四
番
地

同

同

藤
本
寿
之

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
九
十

一
番
地

同

同

小
林
富
士
夫

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
千
六
十

五
番
地

同

同

小
林
忠
人

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
八
百
五

十
九
番
地

同

同

柴
田
栄
治

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
百
六
十

番
地
二

同

同

小
林
由
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
五
百
三
番

地
一

同

同

渡
辺
隆
久

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
三
百
七
十

二
番
地
一

同

同

小
林
久
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
四
百
八
十

四
番
地

同

同

小
林
孝
彦

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
八
十

番
地

同

同

小
林
高
志

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
七
百
三
十

三
番
地

同

同

杉
本
和
則

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
七
十

四
番
地

同

同

小
林
一
康

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
八

番
地

同

同

小
林
一
敏

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
六

番
地

同

同

中
村
正
明

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
百
八

番
地

同

同

小
林
春
樹

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

番
地

同

監
事

岡
田
光
市

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
五
百
十
番

地
三

同

同

赤
松
英
一
郎

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
八
百
六

十
四
番
地

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
九
十
八
号
　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

二
五
七

役
職
名

氏　
　
　

名

住

所

就

任

年

月

日

理
事
長

小
林
正
幸

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
百
六
十
四

番
地
八

令
和
二
年
五
月
一
日

副
理
事
長

中
村
忠
明

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

一
番
地

同

同

小
林
正
章

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
二
十

五
番
地

同

理
事

天
野
由
郎

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
百
二
十

番
地

同

同

岡
田
光
市

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
五
百
十
番

地
三

同

同

杉
本
章
二

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
千
百
四

十
三
番
地

同

同

小
笠
原
泰
人

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
七
十

六
番
地
一

同

同

藤
本
寿
之

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
九
十

一
番
地

同

同

小
林
和
人

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
八
百
五

十
九
番
地

同

同

小
林
敬
治

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
千
六
十

三
番
地

同

同

柴
田
栄
治

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
百
六
十

番
地
二

同

同

小
林
由
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
五
百
三
番

地
一

同

同

渡
辺
隆
久

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
三
百
七
十

二
番
地
一

同

同

小
林
久
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
四
百
八
十

四
番
地

同

同

小
林
孝
彦

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
八
十

番
地

同

同

小
林
高
志

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
七
百
三
十

三
番
地

同

同

小
林
一
康

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
八

番
地

同

同

小
林
修

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
六
十

九
番
地

同

同

小
林
春
樹

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

番
地

同

同

小
林
孝
至

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
五
十

四
番
地

同

監
事

小
林
富
士
夫

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
千
六
十

五
番
地

同

同

小
林
一
敏

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
六

番
地

同

二　

就
任

役
職
名

氏　
　
　

名

住

所

退

任

年

月

日

理
事
長

小
林
正
幸

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
百
六
十
四

番
地
八

令
和
二
年
四
月
三
十
日

副
理
事
長

中
村
忠
明

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

一
番
地

同

同

小
林
正
章

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
二
十

五
番
地

同

理
事

天
野
由
郎

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
百
二
十

番
地

同

同

杉
本
章
二

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
千
百
四

十
三
番
地

同

同

山
中
孝
司

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
九
十

四
番
地

同

同

藤
本
寿
之

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
九
十

一
番
地

同

同

小
林
富
士
夫

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
千
六
十

五
番
地

同

同

小
林
忠
人

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
八
百
五

十
九
番
地

同

同

柴
田
栄
治

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
百
六
十

番
地
二

同

同

小
林
由
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
五
百
三
番

地
一

同

同

渡
辺
隆
久

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
三
百
七
十

二
番
地
一

同

同

小
林
久
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
四
百
八
十

四
番
地

同

同

小
林
孝
彦

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
八
十

番
地

同

同

小
林
高
志

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
七
百
三
十

三
番
地

同

同

杉
本
和
則

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
七
十

四
番
地

同

同

小
林
一
康

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
八

番
地

同

同

小
林
一
敏

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
六

番
地

同

同

中
村
正
明

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
百
八

番
地

同

同

小
林
春
樹

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

番
地

同

監
事

岡
田
光
市

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
五
百
十
番

地
三

同

同

赤
松
英
一
郎

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
八
百
六

十
四
番
地

同

役
職
名

氏　
　
　

名

住

所

就

任

年

月

日

理
事
長

小
林
正
幸

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
百
六
十
四

番
地
八

令
和
二
年
五
月
一
日

副
理
事
長

中
村
忠
明

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

一
番
地

同

同

小
林
正
章

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
二
十

五
番
地

同

理
事

天
野
由
郎

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
百
二
十

番
地

同

同

岡
田
光
市

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
五
百
十
番

地
三

同

同

杉
本
章
二

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
千
百
四

十
三
番
地

同

同

小
笠
原
泰
人

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
七
十

六
番
地
一

同

同

藤
本
寿
之

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
九
十

一
番
地

同

同

小
林
和
人

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
八
百
五

十
九
番
地

同

同

小
林
敬
治

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
千
六
十

三
番
地

同

同

柴
田
栄
治

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
百
六
十

番
地
二

同

同

小
林
由
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
五
百
三
番

地
一

同

同

渡
辺
隆
久

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
三
百
七
十

二
番
地
一

同

同

小
林
久
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
四
百
八
十

四
番
地

同

同

小
林
孝
彦

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
八
十

番
地

同

同

小
林
高
志

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
七
百
三
十

三
番
地

同

同

小
林
一
康

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
八

番
地

同

同

小
林
修

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
六
十

九
番
地

同

同

小
林
春
樹

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

番
地

同

同

小
林
孝
至

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
五
十

四
番
地

同

監
事

小
林
富
士
夫

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
千
六
十

五
番
地

同

同

小
林
一
敏

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
六

番
地

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
九
十
八
号
　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

二
五
八

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉　

令
和
三
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ
い
て

令
和
三
年
度
に
お
け
る
山
梨
県
立
高
等
学
校
（
増
穂
商
業
高
等
学
校
、
市
川
高
等
学
校
、
峡
南
高
等

学
校
を
除
く
。
）
及
び
甲
府
市
立
甲
府
商
業
高
等
学
校
（
以
下
、
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
の
全
日

制
の
課
程
、
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
の
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
定
め
る
。

な
お
、
北
杜
市
立
甲
陵
高
等
学
校
の
入
学
者
選
抜
に
つ
い
て
は
、
別
途
北
杜
市
教
育
委
員
会
が
定
め

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

斉　
　

木　
　

邦　
　

彦

Ⅰ　

全
日
制
の
課
程
に
お
け
る
前
期
募
集

一　

実
施
校　

す
べ
て
の
高
等
学
校
、
学
科
に
お
い
て
前
期
募
集
を
実
施
す
る
。

二　

募
集
人
員　

前
期
募
集
の
募
集
人
員
は
、
募
集
定
員
の
う
ち
、
次
の
1
か
ら
4
の
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　

範
囲
の
中
か
ら
各
高
等
学
校
長
が
決
定
し
た
比
率
を
も
と
に
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

1　

普
通
科
に
つ
い
て
は
、
募
集
定
員
の
四
〇
％
以
内

2　

理
数
科
、
文
理
科
、
英
語
理
数
科
、
探
究
科
（
以
下
「
専
門
教
育
学
科
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
募
集
定
員
の
四
〇
％
以
内

3　

職
業
に
関
す
る
学
科
に
つ
い
て
は
、
募
集
定
員
の
五
〇
％
以
内

4　

総
合
学
科
に
つ
い
て
は
、
募
集
定
員
の
五
〇
％
以
内

三　

出
願
資
格　

前
期
募
集
に
出
願
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
者
と
す
る
。

1　

中
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
を
令
和
三
年
三
月
に
卒
業

す
る
見
込
み
の
者
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
同
月
に
修
了
す
る
見
込
み
の
者

2　

当
該
高
等
学
校
を
志
望
す
る
動
機
や
理
由
が
明
白
・
適
切
で
あ
り
、
各
高
等
学
校
長
が
定
め

る
「
出
願
の
条
件
」
に
適
合
す
る
と
自
ら
考
え
る
者

四　

出
願
の
制
限　

出
願
は
、
一
人
一
校
、
一
学
科
に
限
る
。

五　

出
願
期
間　

	

令
和
三
年
一
月
十
五
日
（
金
）
（
一
括
受
付
）
、
同
月
十
八
日
（
月
）
の
午
前
九

　
　

時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
十
九
日
（
火
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

六　

検
査

1　

検
査
方
法　

面
接
の
ほ
か
、
各
高
等
学
校
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
特
色
適
性
検
査
、

特
技
、
個
性
表
現
の
い
ず
れ
か
（
複
数
可
）
を
併
せ
て
実
施
す
る
。

2　

検
査
期
日　

令
和
三
年
一
月
二
十
八
日
（
木
）
及
び
同
月
二
十
九
日
（
金
）

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

山
梨
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

斉　
　

木　
　

邦　
　

彦

山
梨
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
学
術
及
び
文
化
」
を
削
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
、
学
術
及
び
文
化
」
及
び
「
、
研
究
及
び
改
善
」
を
削
る
。

役
職
名

氏　
　
　

名

住

所

就

任

年

月

日

理
事
長

小
林
正
幸

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
百
六
十
四

番
地
八

令
和
二
年
五
月
一
日

副
理
事
長

中
村
忠
明

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

一
番
地

同

同

小
林
正
章

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
二
十

五
番
地

同

理
事

天
野
由
郎

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
百
二
十

番
地

同

同

岡
田
光
市

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
五
百
十
番

地
三

同

同

杉
本
章
二

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
千
百
四

十
三
番
地

同

同

小
笠
原
泰
人

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
七
十

六
番
地
一

同

同

藤
本
寿
之

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
三
百
九
十

一
番
地

同

同

小
林
和
人

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
千
八
百
五

十
九
番
地

同

同

小
林
敬
治

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
千
六
十

三
番
地

同

同

柴
田
栄
治

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
百
六
十

番
地
二

同

同

小
林
由
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
五
百
三
番

地
一

同

同

渡
辺
隆
久

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
三
百
七
十

二
番
地
一

同

同

小
林
久
雄

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
四
百
八
十

四
番
地

同

同

小
林
孝
彦

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
八
十

番
地

同

同

小
林
高
志

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
七
百
三
十

三
番
地

同

同

小
林
一
康

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
八

番
地

同

同

小
林
修

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
六
十

九
番
地

同

同

小
林
春
樹

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
八
十

番
地

同

同

小
林
孝
至

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
二
千
五
十

四
番
地

同

監
事

小
林
富
士
夫

大
月
市
初
狩
町
下
初
狩
二
千
六
十

五
番
地

同

同

小
林
一
敏

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
八
百
十
六

番
地

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
九
十
八
号
　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

二
五
九

部
と
併
願
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

4　

志
願
先
高
等
学
校
に
普
通
科
、
専
門
教
育
学
科
、
総
合
学
科
、
職
業
に
関
す
る
学
科
の
二
学

科
以
上
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、
次
に
示
す
学
科
間
で
第
二
希
望
ま
で
志
願
順
位
を
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

・
普
通
科
と
専
門
教
育
学
科

・
北
杜
高
等
学
校
及
び
笛
吹
高
等
学
校
の
普
通
科
と
総
合
学
科

・
都
留
興
譲
館
高
等
学
校
の
普
通
科
と
工
業
科

・
青
洲
高
等
学
校
の
各
学
科

5　

志
願
先
高
等
学
校
に
職
業
に
関
す
る
二
つ
以
上
の
小
学
科
が
あ
り
、
小
学
科
別
に
募
集
を
実

施
し
て
い
る
場
合
、
職
業
に
関
す
る
学
科
を
志
願
す
る
者
は
、
そ
の
小
学
科
に
第
二
希
望
ま
で

志
願
順
位
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

出
願
期
間　

令
和
三
年
二
月
十
六
日
（
火
）
（
一
括
受
付
）
、
同
月
十
七
日
（
水
）
の
午
前
九

　
　

時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
十
八
日
（
木
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

五　

学
力
検
査

1　

検
査
教
科
及
び
配
点

ア　

検
査
教
科
は
、
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
及
び
英
語
（
リ
ス
ニ
ン
グ
検
査
を
含
む
。
）

の
五
教
科
と
す
る
。

イ　

配
点
は
、
各
検
査
教
科
百
点
と
す
る
。
た
だ
し
、
専
門
教
育
学
科
及
び
普
通
科
の
コ
ー
ス

の
指
定
に
つ
い
て
は
、
検
査
教
科
の
配
点
を
変
え
て
行
う
こ
と
が
あ
る
。

2　

検
査
期
日　

令
和
三
年
三
月
三
日
（
水
）

3　

検
査
時
間　

国
語
は
五
十
五
分
と
し
、
社
会
、
数
学
、
理
科
及
び
英
語
は
各
四
十
五
分
と
す

る
。

六　

追
検
査

1　

対
象
者　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
症
等
不
慮
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
学
力
検

査
を
欠
席
し
た
者
。

2　

検
査
方
法　

学
力
検
査
を
実
施
す
る
。
検
査
教
科
、
配
点
及
び
検
査
時
間
は
、
後
期
募
集
の

学
力
検
査
に
準
ず
る
。

3　

検
査
期
日　

令
和
三
年
三
月
八
日
（
月
）

七　

選
抜
方
法

1　

調
査
書
の
記
録
及
び
学
力
検
査
又
は
追
検
査
の
成
績
を
総
合
判
定
し
、
選
抜
す
る
。

2　

判
定
に
当
た
っ
て
は
、
調
査
書
の
記
録
と
学
力
検
査
又
は
追
検
査
の
成
績
を
同
等
に
扱
う
。

八　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
三
年
三
月
十
二
日
（
金
）

Ⅲ　

全
日
制
の
課
程
に
お
け
る
再
募
集

一　

実
施
校
及
び
募
集
人
員　

入
学
者
選
抜
の
結
果
、
高
等
学
校
に
お
い
て
、
入
学
許
可
予
定
者
が

七　

選
抜
方
法　

各
高
等
学
校
長
が
定
め
る
「
選
抜
資
料
比
重
」
に
基
づ
き
、
調
査
書
、
学
習
活
動

　
　

及
び
生
活
状
況
に
関
す
る
所
見
、
面
接
及
び
各
高
等
学
校
長
が
定
め
る
検
査
の
成
績
を
総
合
判
定

　
　

し
、
選
抜
す
る
。

八　

入
学
許
可
予
定
者
の
内
定　

各
高
等
学
校
長
は
、
令
和
三
年
二
月
五
日
（
金
）
に
中
学
校
長
に

　
　

校
長
あ
て
の
前
期
募
集
選
抜
結
果
内
定
通
知
書
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
受
検
者
あ
て
の
前
期
募

　
　

集
選
抜
結
果
通
知
書
を
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
中
学
校
長
が
郵
便
等
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場

　
　

合
に
は
、
事
前
に
依
頼
す
る
こ
と
と
す
る
。

九　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

全
日
制
の
課
程
に
お
け
る
後
期
募
集
の
入
学
許
可
予
定
者
と
併
せ

　
　

て
行
う
。

十　

全
国
か
ら
の
募
集　

職
業
に
関
す
る
学
科
、
総
合
学
科
の
う
ち
北
杜
高
等
学
校
、
韮
崎
工
業
高

　
　

等
学
校
、
甲
府
工
業
高
等
学
校
、
農
林
高
等
学
校
、
甲
府
商
業
高
等
学
校
で
は
、
全
国
募
集
を
実

　
　

施
す
る
。
入
試
の
内
容
や
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
実
施
校
の
募
集
要
項
に
定
め
る
。

Ⅱ　

全
日
制
の
課
程
に
お
け
る
後
期
募
集

一　

募
集
人
数　

後
期
募
集
の
募
集
人
員
は
、
募
集
定
員
か
ら
前
期
募
集
の
入
学
許
可
予
定
者
と
し

　
　

て
内
定
さ
れ
た
者
の
数
を
減
じ
た
数
を
も
と
に
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

二　

出
願
資
格　

後
期
募
集
に
出
願
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
者
と
す
る
。

1　

中
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
令
和

三
年
三
月
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

2　

中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
令
和
三
年
三
月
に
修
了
す
る
見
込
み
の
者

3　

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
九
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
令
和
三
年
三
月
に

修
了
す
る
見
込
み
の
者

4　

文
部
科
学
大
臣
が
中
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し
た
在
外
教

育
施
設
の
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
令
和
三
年
三
月
に
修
了
す
る
見
込
み
の
者

5　

中
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し

た
者

6　

保
護
者
が
就
学
さ
せ
る
義
務
を
猶
予
又
は
免
除
さ
れ
た
子
等
で
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者

7　

そ
の
他
高
等
学
校
に
お
い
て
、
中
学
校
を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
た
者

三　

出
願
の
制
限

1　

出
願
は
、
一
人
一
校
と
す
る
。

2　

前
期
募
集
の
入
学
許
可
予
定
者
と
し
て
内
定
さ
れ
た
者
は
、
後
期
募
集
に
出
願
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

3　

定
時
制
及
び
通
信
制
の
課
程
と
併
願
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
特
別
支
援
学
校
高
等
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す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

3　

全
日
制
及
び
通
信
制
の
課
程
と
併
願
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
特
別
支
援
学
校
高
等

部
と
併
願
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

4　

中
央
高
等
学
校
を
志
願
す
る
者
は
、
学
科
・
部
に
と
ら
わ
れ
ず
、
第
二
希
望
ま
で
志
望
順
位

を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

出
願
期
間　

令
和
三
年
二
月
十
六
日
（
火
）
（
一
括
受
付
）
、
同
月
十
七
日
（
水
）
の
午
前
九

　
　

時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
十
八
日
（
木
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

五　

検
査

1　

検
査
方
法　

学
力
検
査
及
び
面
接
を
実
施
す
る
。

2　

学
力
検
査
の
検
査
教
科
及
び
配
点

ア　

検
査
教
科
は
、
国
語
、
社
会
、
数
学
、
理
科
及
び
英
語
（
リ
ス
ニ
ン
グ
検
査
を
含
む
。
）

の
五
教
科
と
す
る
。

イ　

配
点
は
、
各
検
査
教
科
百
点
と
す
る
。

3　

検
査
期
日　

令
和
三
年
三
月
三
日
（
水
）
及
び
同
月
四
日
（
木
）

4　

検
査
時
間　

国
語
は
五
十
五
分
と
し
、
社
会
、
数
学
、
理
科
及
び
英
語
は
各
四
十
五
分
と
す

る
。

六　

追
検
査

1　

対
象
者　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
症
等
不
慮
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
学
力
検

査
又
は
面
接
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
を
欠
席
し
た
者

2　

検
査
方
法　

学
力
検
査
・
面
接
を
実
施
す
る
。
学
力
検
査
の
検
査
教
科
、
配
点
及
び
検
査
時

間
は
、
定
時
制
募
集
の
学
力
検
査
に
準
ず
る
。

3　

検
査
期
日　

令
和
三
年
三
月
八
日
（
月
）

七　

選
抜
方
法　

調
査
書
の
記
録
、
学
力
検
査
又
は
追
検
査
の
成
績
及
び
面
接
の
結
果
を
総
合
判
定

　
　

し
、
選
抜
す
る
。

八　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
三
年
三
月
十
二
日
（
金
）

Ⅴ　

定
時
制
の
課
程
に
お
け
る
再
募
集

一　

実
施
校
及
び
募
集
人
員　

定
時
制
の
課
程
を
設
置
す
る
高
等
学
校
で
、
入
学
者
選
抜
の
結
果
、

　
　

入
学
許
可
予
定
者
が
学
科
の
募
集
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
、
再
募
集
を
実
施
す
る
。
募
集
人
員

　
　

は
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

二　

出
願
資
格　

全
日
制
の
課
程
に
お
け
る
後
期
募
集
に
準
ず
る
。

三　

出
願
の
制
限

1　

出
願
は
、
一
人
一
校
と
す
る
。

2　

全
日
制
及
び
定
時
制
の
課
程
並
び
に
特
別
支
援
学
校
高
等
部
に
お
け
る
入
学
許
可
予
定
者
は
、

出
願
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、
全
日
制
の
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
高
等
部
に
お
け
る

　
　

学
科
の
募
集
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
、
再
募
集
を
実
施
す
る
。
募
集
人
員
は
教
育
委
員
会
が
別

　
　

に
定
め
る
。

二　

出
願
資
格　

再
募
集
に
出
願
で
き
る
者
は
、
全
日
制
課
程
に
お
け
る
後
期
募
集
又
は
定
時
制
の

　
　

課
程
に
お
け
る
入
学
者
選
抜
の
学
力
検
査
受
検
者
（
病
気
等
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
学
力
検

　
　

査
を
受
検
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
志
願
先
高
等
学
校
長
が
認
め
る
者
を
含
む
。
）
で
、
出

　
　

願
時
に
、
県
内
の
公
・
私
立
の
い
ず
れ
の
高
等
学
校
に
も
合
格
し
て
い
な
い
者
と
す
る
。

三　

出
願
の
制
限

1　

出
願
は
、
一
人
一
校
と
す
る
。

2　

定
時
制
及
び
通
信
制
の
課
程
と
併
願
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
特
別
支
援
学
校
高
等

部
の
再
募
集
と
併
願
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

3　

志
願
先
高
等
学
校
に
普
通
科
、
専
門
教
育
学
科
、
総
合
学
科
、
職
業
に
関
す
る
学
科
の
二
学

科
以
上
が
あ
り
、
二
学
科
以
上
で
募
集
を
実
施
し
て
い
る
場
合
、
次
に
示
す
学
科
間
で
第
二
希

望
ま
で
志
願
順
位
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
普
通
科
と
専
門
教
育
学
科

・
北
杜
高
等
学
校
及
び
笛
吹
高
等
学
校
の
普
通
科
と
総
合
学
科

・
都
留
興
譲
館
高
等
学
校
の
普
通
科
と
工
業
科

・
青
洲
高
等
学
校
の
各
学
科

4　

志
願
先
高
等
学
校
に
職
業
に
関
す
る
二
つ
以
上
の
小
学
科
が
あ
り
、
小
学
科
別
に
二
つ
以
上

で
募
集
を
実
施
し
て
い
る
場
合
、
職
業
に
関
す
る
学
科
を
志
願
す
る
者
は
、
そ
の
小
学
科
に
第

二
希
望
ま
で
志
望
順
位
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

出
願
期
間　

令
和
三
年
三
月
十
二
日
（
金
）
の
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
、
同
月
十
五
日

　
　

（
月
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
十
六
日
（
火
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

五　

検
査

1　

検
査
方
法　

面
接
の
ほ
か
、
作
文
又
は
新
た
に
行
う
学
力
検
査
を
実
施
す
る
。

2　

検
査
期
日　

令
和
三
年
三
月
十
七
日
（
水
）

六　

選
抜
方
法　

学
力
検
査
の
成
績
及
び
調
査
書
の
記
録
と
併
せ
て
、
再
募
集
に
当
た
っ
て
実
施
す

　
　

る
面
接
の
結
果
並
び
に
作
文
又
は
新
た
に
行
う
学
力
検
査
の
成
績
を
総
合
判
定
し
、
選
抜
す
る
。

七　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
三
年
三
月
十
九
日
（
金
）

Ⅳ　

定
時
制
の
課
程
に
お
け
る
入
学
者
選
抜

一　

募
集
人
員　

募
集
人
員
は
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

二　

出
願
資
格　

全
日
制
の
課
程
に
お
け
る
後
期
募
集
に
準
ず
る
。

三　

出
願
の
制
限

1　

出
願
は
、
一
人
一
校
と
す
る
。

2　

全
日
制
の
課
程
に
お
け
る
前
期
募
集
の
入
学
許
可
予
定
者
と
し
て
内
定
さ
れ
た
者
は
、
出
願
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第
二
期
出
願
期
間
の
出
願
者
を
対
象
と
す
る
第
二
期
検
査　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日
（
月
）

七　

選
抜
方
法　

調
査
書
の
記
録
、
面
接
、
作
文
及
び
筆
記
検
査
の
成
績
を
総
合
判
定
し
、
選
抜
す

　
　

る
。

八　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

第
一
期
検
査
受
検
者
に
つ
い
て
は
令
和
三
年
三
月
十
九
日
（
金
）

　
　

付
け
で
、
第
二
期
検
査
受
検
者
に
つ
い
て
は
令
和
三
年
四
月
五
日
（
月
）
付
け
で
通
知
す
る
。

Ⅶ　

実
施
要
項　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
「
令
和
三
年
度
山
梨
県
公
立
高
等

学
校
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
」
に
よ
る
。

◉　

令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
創
造
工
学
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ

い
て

令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
創
造
工
学
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

斉　
　

木　
　

邦　
　

彦

Ⅰ　

募
集
定
員　

二
十
名
程
度
と
す
る
。
ま
た
、
選
抜
毎
の
募
集
人
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

推
薦
募
集

二
十
名
程
度

機
械
系
コ
ー
ス　
　

十
五
名
程
度

電
子
系
コ
ー
ス　
　

五
名
程
度

一
般
募
集

若
干
名
（
た
だ
し
、
推
薦
募
集
の
結
果
、
入
学
許
可
予
定
者
が
二
十
名
に
満
た
な
い

場
合
、
そ
の
満
た
な
い
人
数
を
合
わ
せ
て
募
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

Ⅱ　

推
薦
募
集

一　

出
願
資
格

1　

推
薦
A　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
者
と
す
る
。

㈠　

本
専
攻
科
が
指
定
す
る
山
梨
県
内
の
高
等
学
校
を
令
和
三
年
三
月
に
卒
業
見
込
み
の
者

㈡　

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
教
科
工
業
に
関
す
る
科
目
の
う
ち
、
「
別
表
一
」
に
示
す
科

　

目
を
二
十
五
単
位
以
上
修
得
見
込
み
の
者

㈢　

山
梨
県
内
の
機
械
電
子
関
連
企
業
へ
の
就
職
を
強
く
希
望
す
る
者

㈣　

学
習
意
欲
が
高
く
、
本
専
攻
科
の
目
的
を
理
解
し
、
入
学
後
も
本
専
攻
科
の
中
心
と
な
っ

　

て
活
躍
で
き
る
生
徒
と
し
て
高
等
学
校
長
が
推
薦
す
る
者

㈤　

推
薦
募
集
に
お
い
て
入
学
許
可
予
定
者
と
な
っ
た
場
合
は
、
入
学
を
確
約
で
き
る
者

2　

推
薦
B　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
者
と
す
る
。

㈠　

山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
を
令
和
三
年
三
月
に
卒
業
見
込
み
の
者

再
募
集
に
出
願
し
た
者
は
、
そ
の
入
学
許
可
予
定
者
の
発
表
が
あ
る
ま
で
出
願
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

3　

通
信
制
の
課
程
と
併
願
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

4　

中
央
高
等
学
校
が
二
つ
以
上
の
学
科
・
部
で
募
集
を
実
施
し
て
い
る
場
合
、
志
願
す
る
者
は
、

学
科
・
部
に
と
ら
わ
れ
ず
、
第
二
希
望
ま
で
志
望
順
位
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

出
願
期
間　

令
和
三
年
三
月
十
七
日
（
水
）
、
同
月
十
八
日
（
木
）
、
同
月
十
九
日
（
金
）
の

　
　

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
二
十
二
日
（
月
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

五　

検
査

1　

検
査
方
法　

再
募
集
に
当
た
っ
て
の
学
力
検
査
及
び
面
接
を
実
施
す
る
。

2　

学
力
検
査
の
検
査
教
科　

検
査
教
科
は
、
国
語
、
数
学
及
び
英
語
の
三
教
科
と
す
る
。

3　

検
査
期
日　

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日
（
火
）

六　

選
抜
方
法　

調
査
書
の
記
録
、
再
募
集
に
当
た
っ
て
の
学
力
検
査
の
成
績
及
び
面
接
の
結
果
を

　
　

総
合
判
定
し
、
選
抜
す
る
。

七　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日
（
木
）

Ⅵ　

通
信
制
の
課
程
に
お
け
る
入
学
者
選
抜

一　

実
施
校　

中
央
高
等
学
校
の
普
通
科
及
び
衛
生
看
護
科

二　

募
集
人
員　

募
集
人
員
は
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

三　

出
願
資
格　

全
日
制
の
課
程
に
お
け
る
後
期
募
集
に
準
ず
る
ほ
か
、
山
梨
県
内
に
住
所
を
有
す

　
　

る
者
で
あ
る
こ
と
。
衛
生
看
護
科
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
甲
府
看
護
専
門
学
校
准
看
護
学
科
の
在

　
　

学
者
、
卒
業
者
又
は
入
学
許
可
予
定
者
に
限
る
。

四　

出
願
の
制
限

1　

全
日
制
及
び
定
時
制
の
課
程
並
び
に
特
別
支
援
学
校
高
等
部
と
併
願
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2　

全
日
制
及
び
定
時
制
の
課
程
並
び
に
特
別
支
援
学
校
高
等
部
に
お
け
る
入
学
許
可
予
定
者
は
、

出
願
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

五　

出
願
期
間

第
一
期　

令
和
三
年
三
月
十
一
日
（
木
）
、
同
月
十
五
日
（
月
）
及
び
同
月
十
六
日
（
火
）
の

　
　
　

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

第
二
期　

令
和
三
年
三
月
二
十
二
日
（
月
）
、
同
月
二
十
四
日
（
水
）
及
び
同
月
二
十
六
日

　
　

（
金
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

六　

検
査

1　

検
査
方
法　

面
接
、
作
文
及
び
筆
記
検
査
を
実
施
す
る
。

2　

検
査
期
日　

面
接
は
出
願
時
に
行
う
。
次
の
第
一
期
、
第
二
期
検
査
期
日
に
、
作
文
及
び
筆

記
検
査
を
行
う
。

　

第
一
期
出
願
期
間
の
出
願
者
を
対
象
と
す
る
第
一
期
検
査　

令
和
三
年
三
月
十
七
日
（
水
）



山
梨
県
公
報
　
　
第
九
十
八
号
　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

二
六
二

　
　

正
午
ま
で

三　

検
査

1　

検
査
方
法　

検
査
方
法
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠　

面
接

㈡　

実
技
検
査　

次
の
⑴
か
ら
⑶
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
実
施
す
る
。
た
だ
し
「
別
表
二
」

　

に
示
す
技
能
検
定
等
取
得
者
は
実
技
検
査
を
免
除
と
す
る
。

　

⑴　

機
械
系
実
技
検
査
（
機
械
加
工
部
品
の
測
定
）

　

⑵　

電
気
系
実
技
検
査
（
電
気
工
事
）

　

⑶　

電
子
系
実
技
検
査
（
電
子
回
路
の
組
立
）

㈢　

筆
記
検
査

　
　

数
学　

「
数
学
Ⅰ
」

　
　

教
科
工
業
に
関
す
る
科
目　

「
機
械
設
計
」
「
機
械
工
作
」
「
電
気
基
礎
」
「
電
子
情
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

技
術
」
「
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
技
術
」
「
情
報
技
術
基
礎
」

2　

検
査
期
日　

令
和
三
年
一
月
三
十
日
（
土
）

四　

選
抜
方
法　

調
査
書
の
記
録
、
面
接
、
実
技
検
査
、
筆
記
検
査
の
成
績
を
総
合
判
定
し
、
選
抜

　
　

す
る
。

五　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
三
年
二
月
五
日
（
金
）

Ⅳ　

再
募
集

一　

実
施
及
び
募
集
人
員　

推
薦
募
集
及
び
一
般
募
集
の
入
学
者
選
抜
の
結
果
、
入
学
許
可
予
定
者

　
　

が
募
集
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
、
再
募
集
を
実
施
す
る
。
再
募
集
の
募
集
人
員
は
、
募
集
定
員

　
　

か
ら
推
薦
募
集
及
び
一
般
募
集
の
入
学
許
可
予
定
者
の
数
を
減
じ
た
数
を
も
と
に
、
教
育
委
員
会

　
　

が
別
に
定
め
る
。

二　

出
願
資
格　

一
般
募
集
に
準
ず
る
。

三　

出
願
期
間　

令
和
三
年
二
月
八
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
金
）
（
祝
日
を
除
く
）
の
午
前

　
　

九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

四　

検
査

1　

検
査
方
法　

一
般
募
集
に
準
ず
る
。

2　

検
査
期
日　

令
和
三
年
二
月
二
十
日
（
土
）

五　

選
抜
方
法　

一
般
募
集
に
準
ず
る
。

六　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
（
金
）

Ⅴ　

実
施
要
項　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
「
令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専

攻
科
創
造
工
学
科
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
」
に
よ
る
。

別
表
一

　

工
業
技
術
基
礎　

課
題
研
究　

実
習　

製
図　

工
業
数
理
基
礎　

情
報
技
術
基
礎　

材
料
技

術
基
礎　

生
産
シ
ス
テ
ム
技
術　

工
業
技
術
英
語　

工
業
管
理
技
術　

環
境
工
学
基
礎　

機
械

工
作　

機
械
設
計　

原
動
機　

電
子
機
械　

電
子
機
械
応
用　

自
動
車
工
学　

自
動
車
整
備　

電
気
基
礎　

電
気
機
器　

電
力
技
術　

電
子
技
術　

電
子
回
路　

電
子
計
測
制
御　

通
信
技
術

　

電
子
情
報
技
術　

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
技
術　

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
技
術　

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
技
術　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
技
術

㈡　

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
教
科
工
業
に
関
す
る
科
目
の
う
ち
、
「
別
表
一
」
に
示
す
科

　

目
を
二
十
五
単
位
以
上
修
得
見
込
み
の
者

㈢　

山
梨
県
内
の
機
械
電
子
関
連
企
業
へ
の
就
職
を
強
く
希
望
す
る
者

㈣　

学
習
意
欲
が
高
く
、
本
専
攻
科
の
目
的
を
理
解
し
、
入
学
後
も
本
専
攻
科
の
中
心
と
な
っ

　

て
活
躍
で
き
る
生
徒
と
し
て
甲
府
工
業
高
等
学
校
長
が
認
め
る
者

㈤　

推
薦
募
集
に
お
い
て
入
学
許
可
予
定
者
と
な
っ
た
場
合
は
、
入
学
を
確
約
で
き
る
者

二　

出
願
期
間　

令
和
二
年
九
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
十
月
五
日
（
月
）
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及

　
　

び
祝
日
を
除
く
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
十
月
六
日
（
火
）
の
午
前
九
時
か
ら
正

　
　

午
ま
で

三　

検
査

1　

検
査
方
法　

検
査
方
法
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠　

面
接

㈡　

実
技
検
査　

次
の
⑴
か
ら
⑶
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
実
施
す
る
。
た
だ
し
「
別
表
二
」

　

に
示
す
技
能
検
定
等
取
得
者
は
免
除
と
す
る
。

　

⑴　

機
械
系
実
技
検
査
（
機
械
加
工
部
品
の
測
定
）

　

⑵　

電
気
系
実
技
検
査
（
電
気
工
事
）

　

⑶　

電
子
系
実
技
検
査
（
電
子
回
路
の
組
立
）

2　

検
査
期
日　

令
和
二
年
十
月
十
六
日
（
金
）

四　

選
抜
方
法　

調
査
書
の
記
録
、
志
願
理
由
書
、
面
接
、
実
技
検
査
の
成
績
を
総
合
判
定
し
、
選

　
　

抜
す
る
。

五　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
（
木
）

Ⅲ　

一
般
募
集

一　

出
願
資
格

1　

高
等
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
令

和
三
年
三
月
卒
業
見
込
み
の
者
で
、
次
の
条
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
者
と
す
る
。

㈠　

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
教
科
工
業
に
関
す
る
科
目
の
う
ち
、
「
別
表
一
」
に
示
す
科

　

目
を
二
十
五
単
位
以
上
修
得
ま
た
は
修
得
見
込
み
の
者

㈡　

山
梨
県
内
の
機
械
電
子
関
連
企
業
へ
の
就
職
を
強
く
希
望
す
る
者

2　

大
学
等
を
卒
業
し
た
者
又
は
中
途
退
学
し
た
者
で
、
次
の
条
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
者
と
す

る
。

㈠　

1
の
㈠
と
同
等
で
あ
る
と
甲
府
工
業
高
等
学
校
長
が
認
め
た
者

㈡　

山
梨
県
内
の
機
械
電
子
関
連
企
業
へ
の
就
職
を
強
く
希
望
す
る
者

二　

出
願
期
間　

令
和
三
年
一
月
十
二
日
（
火
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
火
）
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及

　
　

び
祝
日
を
除
く
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
二
十
日
（
水
）
の
午
前
九
時
か
ら



山
梨
県
公
報
　
　
第
九
十
八
号
　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

二
六
三

六　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
二
年
十
月
一
日
（
木
）

Ⅲ　

二
次
募
集

一　

実
施
及
び
募
集
人
員　

一
次
募
集
選
抜
の
結
果
、
入
学
許
可
予
定
者
が
募
集
定
員
に
満
た
な
い

　
　

場
合
は
、
二
次
募
集
を
実
施
す
る
。
二
次
募
集
の
募
集
人
員
は
、
募
集
定
員
か
ら
一
次
募
集
の
入

　
　

学
許
可
予
定
者
の
数
を
減
じ
た
数
を
も
と
に
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

二　

出
願
資
格　

一
次
募
集
に
準
ず
る
。

三　

出
願
期
間　

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日
（
木
）
か
ら
同
月
二
十
五
日
（
水
）
（
土
曜
日
、
日
曜

　
　

日
及
び
祝
日
を
除
く
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
二
十
六
日
（
木
）
の
午
前
九

　
　

時
か
ら
正
午
ま
で

四　

検
査

1　

検
査
方
法　

書
類
審
査
及
び
面
接
検
査

2　

検
査
期
日　

令
和
二
年
十
一
月
二
十
八
日
（
土
）

五　

選
抜
方
法　

書
類
審
査
及
び
面
接
検
査
の
結
果
を
総
合
判
定
し
、
選
抜
す
る
。

六　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
二
年
十
二
月
三
日
（
木
）

Ⅳ　

三
次
募
集

一　

実
施
及
び
募
集
人
員　

一
次
募
集
選
抜
及
び
二
次
募
集
選
抜
の
結
果
、
入
学
許
可
予
定
者
が
募

　
　

集
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
、
三
次
募
集
を
実
施
す
る
。
三
次
募
集
の
募
集
人
員
は
、
募
集
定
員

　
　

か
ら
一
次
募
集
及
び
二
次
募
集
の
入
学
許
可
予
定
者
の
数
を
減
じ
た
数
を
も
と
に
、
教
育
委
員
会

　
　

が
別
に
定
め
る
。

二　

出
願
資
格　

一
次
募
集
検
査
に
準
ず
る

三　

出
願
期
間　

令
和
三
年
一
月
二
十
八
日
（
木
）
か
ら
二
月
九
日
（
火
）
（
土
曜
日
、
日
曜
日
を

　
　

除
く
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
二
月
十
日
（
水
）
の
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

四　

検
査

1　

検
査
方
法　

書
類
審
査
及
び
面
接
検
査

2　

検
査
期
日　

令
和
三
年
二
月
十
三
日
（
土
）

五　

選
抜
方
法　

書
類
審
査
及
び
面
接
検
査
の
結
果
を
総
合
判
定
し
、
選
抜
す
る
。

六　

入
学
許
可
予
定
者
の
発
表　

令
和
三
年
二
月
十
八
日
（
木
）

Ⅴ　

実
施
要
項　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
「
令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専

攻
科
建
築
科
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
」
に
よ
る
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

別
表
二

　

金
属
熱
処
理
三
級　

機
械
加
工
三
級　

仕
上
げ
（
機
械
組
立
仕
上
げ
作
業
）
三
級　

機
械
検

査
三
級　

機
械
保
全
三
級　

電
子
機
器
組
立
て
三
級　

電
気
機
器
組
立
て
三
級　

プ
リ
ン
ト
配

線
板
製
造
三
級　

貴
金
属
装
身
具
製
作
三
級　

第
二
種
電
気
工
事
士

◉　

令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
建
築
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ
い
て

令
和
三
年
度
山
梨
県
立
甲
府
工
業
高
等
学
校
専
攻
科
建
築
科
入
学
者
選
抜
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長　
　

斉　
　

木　
　

邦　
　

彦

Ⅰ　

募
集
定
員　

募
集
定
員
は
、
三
十
名
と
す
る
。

Ⅱ　

一
次
募
集

一　

募
集
人
員　

募
集
人
員
は
、
募
集
定
員
の
う
ち
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

二　

出
願
資
格　

次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
者
と
す
る
。

1　

高
等
学
校
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
令

和
三
年
三
月
卒
業
見
込
み
の
者

2　

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
（
旧
大
学
入
学
資
格
試
験
）
に
合
格
し
た
者

三　

出
願
期
間　

令
和
二
年
九
月
九
日
（
水
）
か
ら
同
月
二
十
三
日
（
水
）
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及

　
　

び
祝
日
を
除
く
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
及
び
同
月
二
十
四
日
（
木
）
の
午
前
九
時
か

　
　

ら
正
午
ま
で

四　

検
査

1　

検
査
方
法　

書
類
審
査
及
び
面
接
検
査

2　

検
査
期
日　

令
和
二
年
九
月
二
十
六
日
（
土
）

五　

選
抜
方
法　

書
類
審
査
及
び
面
接
検
査
の
結
果
を
総
合
判
定
し
、
選
抜
す
る
。

　

工
業
技
術
基
礎　

課
題
研
究　

実
習　

製
図　

工
業
数
理
基
礎　

情
報
技
術
基
礎　

材
料
技

術
基
礎　

生
産
シ
ス
テ
ム
技
術　

工
業
技
術
英
語　

工
業
管
理
技
術　

環
境
工
学
基
礎　

機
械

工
作　

機
械
設
計　

原
動
機　

電
子
機
械　

電
子
機
械
応
用　

自
動
車
工
学　

自
動
車
整
備　

電
気
基
礎　

電
気
機
器　

電
力
技
術　

電
子
技
術　

電
子
回
路　

電
子
計
測
制
御　

通
信
技
術

　

電
子
情
報
技
術　

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
技
術　

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
技
術　

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
技
術　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
技
術



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
九
十
八
号
　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

二
六
四

同
表
3
の
項
中
「
別
表
第
二
11
の
項
」
を
「
別
表
第
二
12
の
項
」
に
改
め
る
。

（
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七　

妊
娠
中
の
女
性
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
母

　
　

体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
規
定
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
学
校
職
員
の

勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の

特
例
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

◉　

令
和
二
年
度
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
（
春
季
試
験
）
の
第
一
次
試
験
試
験
会
場
の
決
定
に
つ
い

て令
和
二
年
度
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
（
春
季
試
験
）
の
第
一
次
試
験
試
験
会
場
を
次
の
と
お
り
と

す
る
。令

和
二
年
五
月
二
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長　
　

井　

出　
　

與
五
右
衞
門

　

区　

分

　
　
　
　
　
　

試　
　

験　
　

日

　

試　

験　

会　

場

第
一
次
試
験

令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
（
日
）

（
受
付
時
間
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十

　
　
　
　
　
　

分
ま
で

（
受
付
場
所
）
S
1
号
館
前

山
梨
大
学

甲
府
キ
ャ
ン
パ
ス

（
甲
府
市
武
田
四
丁
目

四
番
三
十
七
号
）

う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長　
　

井　

出　
　

與
五
右
衞
門

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
9
の
項
」
を
「
10
の
項
」
に
、
「
同
表
10
の
項
か
ら
18
の
項
」
を
「
同

表
11
の
項
か
ら
17
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
12
の
項
を
削
り
、
11
の
項
を
12
の
項
と
し
、
5
の
項
か
ら
10
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
4
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5　

妊
娠
中
又
は
出
産
後
の
会
計
年
度

　

任
用
職
員
の
通
院
休
暇

こ
の
表
の
附
表
の
二
に
定
め
る
回
数
に
お
い
て
必
要

と
認
め
る
時
間

別
表
第
二
17
の
項
中
「
女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」
を
「
女
性
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、

同
表
18
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
2
の
項
中
「
女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」
を
「
女
性
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、

同
表
3
の
項
中
「
別
表
第
二
11
の
項
」
を
「
別
表
第
二
12
の
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規

則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
9
の
項
」
を
「
10
の
項
」
に
、
「
同
表
10
の
項
か
ら
18
の
項
」
を
「
同

表
11
の
項
か
ら
17
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
12
の
項
を
削
り
、
11
の
項
を
12
の
項
と
し
、
5
の
項
か
ら
10
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
4
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5　

妊
娠
中
又
は
出
産
後
の
会
計
年
度

　

任
用
職
員
の
通
院
休
暇

こ
の
表
の
附
表
の
二
に
定
め
る
回
数
に
お
い
て
必
要

と
認
め
る
時
間

別
表
第
二
17
の
項
中
「
女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」
を
「
女
性
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、

同
表
18
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
2
の
項
中
「
女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
」
を
「
女
性
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、


